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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】令和2年11月26日(2020.11.26)

【公表番号】特表2019-530718(P2019-530718A)
【公表日】令和1年10月24日(2019.10.24)
【年通号数】公開・登録公報2019-043
【出願番号】特願2019-519974(P2019-519974)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｋ  31/409    (2006.01)
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   Ａ６１Ｋ  33/24     (2019.01)
   Ａ６１Ｐ  35/00     (2006.01)
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【ＦＩ】
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   Ａ６１Ｐ   35/00     　　　　
   Ａ６１Ｐ    1/16     　　　　
   Ａ６１Ｋ   41/00     　　　　

【手続補正書】
【提出日】令和2年10月12日(2020.10.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ヒト患者における胆管癌の処置に使用するためのゲムシタビンおよびＴＰＣＳ2a、なら
びに場合によっては別の細胞毒性薬、好ましくはシスプラチン、であって、
　ｉ）前記ＴＰＣＳ2aが、前記患者へ０．０５～０．５ｍｇ／ｋｇの用量まで全身投与さ
れ、
　ｉｉ）３～５日後に、前記ゲムシタビンが、５００～１５００ｍｇ／ｍ2の用量まで全
身投与され、かつ前記胆管癌が、１０～６０Ｊ／ｃｍの光線量を提供するために前記胆管
癌の３ｃｍ以内に配置された光ファイバーを用いて６４０～６６５ｎｍの波長の光を照射
され、かつ場合によっては
　ｉｉｉ）１～４０日後に（好ましくは７～２１日後に）ゲムシタビンおよび／または別
の細胞毒性薬、好ましくはシスプラチン、が、前記患者へ全身投与される、
ゲムシタビンおよびＴＰＣＳ2a、ならびに場合によっては別の細胞毒性薬、好ましくはシ
スプラチン。
【請求項２】
　前記ＴＰＣＳ2aは、０．０５～０．３ｍｇ／ｋｇ、好ましくは０．２～０．３ｍｇ／ｋ
ｇの用量まで投与される、請求項１に記載の処置に使用するためのゲムシタビンおよびＴ
ＰＣＳ2a、ならびに場合によっては別の細胞毒性薬。
【請求項３】
　ステップｉｉ）における前記ゲムシタビンは、９００～１１００ｍｇ／ｍ2の用量まで
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投与される、請求項１または２に記載の処置に使用するためのゲムシタビンおよびＴＰＣ
Ｓ2a、ならびに場合によっては別の細胞毒性薬。
【請求項４】
　前記照射は、ゲムシタビン投与の開始の４時間以内に実施される、請求項１～３のいず
れか１項に記載の処置に使用するためのゲムシタビンおよびＴＰＣＳ2a、ならびに場合に
よっては別の細胞毒性薬。
【請求項５】
　前記光の波長は６５２ｎｍである、請求項１～４のいずれか１項に記載の処置に使用す
るためのゲムシタビンおよびＴＰＣＳ2a、ならびに場合によっては別の細胞毒性薬。
【請求項６】
　前記光線量は、１０～４５Ｊ／ｃｍ、好ましくは２５～３５Ｊ／ｃｍである、請求項１
～５のいずれか１項に記載の処置に使用するためのゲムシタビンおよびＴＰＣＳ2a、なら
びに場合によっては別の細胞毒性薬。
【請求項７】
　ステップｉｉｉ）において、ゲムシタビンおよび別の細胞毒性薬、好ましくはシスプラ
チン、はいずれも投与される、請求項１～６のいずれか１項に記載の処置に使用するため
のゲムシタビンおよびＴＰＣＳ2a、ならびに場合によっては別の細胞毒性薬。
【請求項８】
　ステップｉｉｉ）において、前記ゲムシタビンは、５００～１５００ｍｇ／ｍ2、好ま
しくは９００～１１００ｍｇ／ｍ2の用量まで投与される、請求項１～７のいずれか１項
に記載の処置に使用するためのゲムシタビンおよびＴＰＣＳ2a、ならびに場合によっては
別の細胞毒性薬。
【請求項９】
　ステップｉｉｉ）において、前記細胞毒性薬は、１０～５０ｍｇ／ｍ2、好ましくは２
０～３０ｍｇ／ｍ2の用量まで投与されるシスプラチンである、請求項１～８のいずれか
１項に記載の処置に使用するためのゲムシタビンおよびＴＰＣＳ2a、ならびに場合によっ
ては別の細胞毒性薬。
【請求項１０】
　ステップｉｉｉ）において、前記ゲムシタビンおよび／または別の細胞毒性薬、好まし
くはシスプラチン、は、１回超投与される、請求項１～９のいずれか１項に記載の処置に
使用するためのゲムシタビンおよびＴＰＣＳ2a、ならびに場合によっては別の細胞毒性薬
。
【請求項１１】
　前記ゲムシタビンおよび／または別の細胞毒性薬、好ましくはシスプラチン、は、ステ
ップｉ）およびｉｉ）の１～４０日後に続く１４～３０日周期において１回超（好ましく
は２回）投与される、請求項１０に記載の処置に使用するためのゲムシタビンおよびＴＰ
ＣＳ2a、ならびに場合によっては別の細胞毒性薬。
【請求項１２】
　前記ゲムシタビンおよびＴＰＣＳ2a、ならびに場合によっては別の細胞毒性薬、好まし
くはシスプラチン、は、１４～３０日周期の少なくとも３周期、好ましくは５周期におい
て、１回以上（好ましくは２回）投与され、該第１の１４～３０日周期は、ステップｉ）
およびｉｉ）の１～４０日後に続く、請求項９または１０に記載の処置に使用するための
ゲムシタビンおよびＴＰＣＳ2a、ならびに場合によっては別の細胞毒性薬。
【請求項１３】
　ステップ（ｉ）、（ｉｉ）および（ｉｉｉ）は、少なくとも２回実施されることになっ
ており、好ましくはステップ（ｉ）、（ｉｉｉ）および（ｉｉｉ）の各回において、ステ
ップ（ｉｉｉ）が少なくとも２回実施される、請求項１～１２のいずれか１項に記載の処
置に使用するためのゲムシタビンおよびＴＰＣＳ2a、ならびに場合によっては別の細胞毒
性薬。
【請求項１４】
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　ゲムシタビンおよびＴＰＣＳ2a、ならびに場合によっては別の細胞毒性薬、好ましくは
シスプラチン、のうちの１つ以上の全身投与は、静脈内である、請求項１～１３のいずれ
か１項に記載の処置に使用するためのゲムシタビンおよびＴＰＣＳ2a、ならびに場合によ
っては別の細胞毒性薬。
【請求項１５】
　シスプラチンは、前記処置において使用されない、請求項１～８および１０～１４のい
ずれか１項に記載の処置に使用するためのゲムシタビンおよびＴＰＣＳ2a、ならびに場合
によっては別の細胞毒性薬。
【請求項１６】
　好ましくは、患者における胆管癌を処置するために、同時に、別個に、または連続して
使用される、請求項１～３、８または９のいずれか１項で規定されるゲムシタビンおよび
ＴＰＣＳ2a、ならびに場合によっては別の細胞毒性薬を含む、キットであって、好ましく
は、前記使用が請求項１～１５のいずれか１項で規定されるものである、キット。


	header
	written-amendment

